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特記仕様書 
 

１ 委託名 

石田 建築定期点検委託 

 

２ 委託場所 

京都市伏見区石田西ノ坪２番地 

京都市上下水道局下水道部石田水環境保全センター 

 

３ 委託期限 

令和７年３月１４日 

 

４ 委託内容 

本委託は、建築基準法（以下「法」という。）第１２条第２項及び第４項の規定に基づき、以下の

対象施設の「建築設備（昇降機を除く。）」及び「防火設備」を点検し、その結果を報告するものであ

る。（「建築物の敷地及び構造」点検令和４年度実施今回対象外） 

 

５ 対象施設 

点検の対象施設（棟単位）は、別紙１のとおりである。 

 

６ 点検の対象項目 

⑴ 建築物の敷地及び構造（今回対象外） 

法第１２条第２項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。 

外装仕上げ材等の点検において、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な施設については、

別紙１のとおりである。 

特定天井がある施設については、別紙１のとおりである。 

⑵ 建築設備（昇降機を除く。） 

法第１２条第４項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を

点検する。 

換気設備及び排煙設備の測定等※の点検の有無については、別紙１のとおりである。 

※測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有

率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央監視室における制御及び作動の状況の確認のことを

いう。ただし、今回委託範囲は換気量測定のみとする。 

⑶ 防火設備 

法第１２条第４項に基づき、防火設備を点検する。 

 

７ 点検の基準 

点検の基準は以下のとおりである。 

⑴ 法令 



 

2 
 

ア 建築物の敷地及び構造（今回対象外） 

(ア) 法第１２条第２項 

(イ) 法施行規則第５条の２ 

(ウ) 平成２０年３月１０日国土交通省告示第２８２号 

イ 建築設備（昇降機を除く。） 

(ア) 法第１２条第４項 

(イ) 法施行規則第６条の２ 

(ウ) 平成２０年３月１０日国土交通省告示第２８５号 

ウ 防火設備 

(ア) 法第１２条第４項 

(イ) 法施行規則第６条の２ 

(ウ) 平成２８年５月２日国土交通省告示第７２３号 

⑵ 点検基準 

ア 建築物の敷地及び構造（今回対象外） 

(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協

会） 

(イ) 「特定建築物定期調査業務基準（２０２１年改訂版）」（発行：一般財団法人 日本建築防災

協会） 

(ウ) 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル（改訂第４版）」（発行：公益

社団法人 ロングライフビル推進協会（ＢＥＬＣＡ）） 

(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和５年版」（発行：一般財団法人 建築

保全センター） 

イ 建築設備（昇降機を除く。） 

(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協

会） 

(イ) 「特定建築物定期調査業務基準（２０２１年改訂版）」（発行：一般財団法人 日本建築防災

協会） 

(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書 ２０２３年版」（発行：財団法人 日本建築設備・昇降機セ

ンター） 

(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和５年版」（発行：一般財団法人 建築

保全センター） 

ウ 防火設備 

(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協

会） 

(イ) 「特定建築物定期調査業務基準（２０２１年改訂版）」（発行：一般財団法人 日本建築防災

協会） 

(ウ) 「防火設備定期検査業務基準」（発行：一般財団法人 日本建築防災協会） 

(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和５年版」（発行：一般財団法人 建築

保全センター） 
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８ 点検の資格 

点検者は、次のいずれかの資格を有していること。 

点検できる者 
今回対象外 点検対象 

建築 建築設備 防火設備 

１級建築士 〇 〇 〇 

２級建築士 〇 〇 〇 

特定建築物調査員 〇 ― ― 

建築設備検査員 ― 〇 ― 

防火設備検査員 ― ― 〇 

※契約締結後、速やかに資格者証の写しを監督員まで提出すること。 

 

９ 貸与品 

  対象施設（棟単位）の貸与可能な資料、数量及び規格は、別紙２を参照すること。また、引渡場所

は当センターの執務室、引渡時期は業務着手時、返却時期は協議とする。 

 

１０ 成果品 

成果品として、以下の書類を対象施設（棟単位）ごとに、紙１部及び電子データ（エクセル形式）

を電子媒体（CD 又は DVD）で１部提出すること。 

⑴ 建築物の敷地及び構造（今回対象外） 

ア 定期点検記録 

イ 点検記録表 

ウ 点検結果図 

エ 関係写真 

⑵ 建築設備（昇降機を除く。） 

ア 定期点検記録 

イ 点検記録表 

ウ 関係写真 

エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表 

⑶ 防火設備 

ア 定期点検記録 

イ 点検記録表 

ウ 点検結果図 

エ 関係写真 

 

１１ その他 

⑴ 受注者は、監督員の指示する様式により書類等（下表【提出書類一覧】参照）を速やかに提出し

なければならない。また、契約後、区分紙を挿入した提出書類用ファイルを作成し、速やかに提出

すること。 
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⑵ 受注者は、点検前に、点検計画書（点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの）を提出

し、点検計画、点検経路及び点検日時について、監督員と調整すること。 

⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、監督員に報告すること。 

※「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。 

ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるお

それのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後１０年以内にもかかわら

ず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによ

る打診等が必要な場合 

イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する

必要がある場合 

ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が３年以内に実施した

調査結果がなく、その調査が必要な場合 

⑷ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけない

ように配慮すること。 

⑸ 受注者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成する

こと。 

⑹ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。 

⑺ 作業時間は、平日８時３０分より１７時１５分迄とし、原則として当局から指示のある場合を除

き土曜日及び日祝日の作業は行わない。ただし、作業進行上時間外に作業を行う場合は、当局監督

員の承諾を受けること。 
⑻ 当センターでは作業車以外の乗り入れを禁止しております。ご協力をお願い致します。 

【提出書類一覧】 

 

 

工程 名    称 部数 

契約 

締結後 

1 資格者証の写し 1 部 

2 点検計画書 1 部 

3 現場代理人等通知書 1 部 

4 現場代理人等経歴書 1 部 

完了時 

1 完了通知書 2 部 

2 請求書 1 部 

3 成果品 
紙及び電子媒体 

各 1 部 

その他 1 監督員の指示するもの 必要部数 



施設名 所在地 構造
階数

（地上）
階数

（地下）
延べ面積（㎡）

【敷地面積（㎡）】
用途

外装仕上げ材等の
全面打診等の要否

特定天井の有無

1
京都市上下水道局下水道
部
石田水環境保全センター

京都市伏見区石田
西ノ坪２番地

RC造 4 2
 9、459

【 87、063 】
下水道施設
（事務室等）

否 無

機械換気設備の測定等
※１の点検の有無

排煙設備の測定等
※１の点検の有無

無窓居室
（箇所）

火気使用室（給湯
器等）（箇所）

居室等
（箇所）

防火ダンパー（個）
※３

非常用照明装置
ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵（個）※４

有 無 2 5 0 33 172

非常用照明装置
外電源（個）※４

給水高架水槽
（基、容量）※５

ガス湯沸器
（基）

ガス給湯器
(屋外壁掛給湯

器)
圧力容器（基、容量）

防火扉（個）
※３

66
高架水槽：2基×6㎥
受水槽：2基×20㎥

3
32号2台(連結)

20号2台
1基、4.37m3

廃止届提出済
7

※１　測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央監視室における制御及び作動の
　　　 状況の確認のことをいう。ただし、今回委託範囲は換気量測定のみとする。
※２　一部実施とは、別紙３のとおり点検を区分し測定等を一部実施することをいう。
※３　外観点検のみとし作動検査は行わない。(防火扉は動作点検行う)
※４　点灯確認のみ行い、照度測定は行わない。
※５　別途委託にて点検整備済み　報告書確認程度とする。

無窓居室内訳
１F：清掃控室、３F：仮眠室２

火気使用室内訳
１F：作業員控室、水質試験室、機器分析室　・　２F：食堂　・　３F：作業員控室

ガス湯沸かし器
１F：作業員控室　・　２F：食堂　・　３F：作業員控室

ガス給湯器(屋外壁掛給湯器)
１F：浴室用32号2台（連結）、水質試験室用20号1台、2階手洗場用20号1台

中央管理方式の
空気調和設備

無

ボイラー
（基、伝熱面積）※５

1基、4.5m2
廃止届提出済

別紙１



（凡例）
　○：貸与可能であることを示す。
　×：貸与不可であることを示す。
　－：該当がないことを示す。
　数字：貸与可能な数量を示す。
　電子：貸与品の規格が電子であることを示す。
　紙：貸与品の規格が紙であることを示す。

施設名
建築物の敷地及び
構造の
点検資料（１年前）

建築設備（昇降機
を除く。）の
点検資料（１年前）

建築設備（昇降機
を除く。）の
点検資料（２年前）

建築設備（昇降機
を除く。）の
点検資料（３年前）

防火設備の
点検資料

設計図（建築） 設計図（電気）

1
京都市上下水道局下水道部
石田水環境保全センター
管理棟・沈砂池ポンプ場

〇 〇 〇 〇 〇 － －

設計図（機械） 竣工図（建築） 竣工図（電気） 竣工図（機械） 計画通知書
吹付けアスベストの

分析結果資料

吹付け石綿の劣化
状況の
調査結果資料

－ ○（1、紙） ○（1、紙） ○（1、紙） ○（1、紙） － －

別紙２



点検実施区分書（国土交通大臣が定める点検項目について）

年度（年数）

令和　４　年度（1年目）

令和　５　年度（2年目）

令和　６　年度（3年目）

【 1(11)制御及び動作状況の監視状況、1(17)～1(22)各室の温度、相対湿度、浮遊粉じん量、CO・CO2含有率 】

　□　毎年全数の点検を実施します
　□　上記①と同様に点検を区分し実施をします

【 1(18)・1(37)排煙口の排煙風量、1(19)・1(38)中央管理方式による制御及び作動状況（別表3関連） 】

  □　毎年全ての点検を実施します
　□　下記のとおり点検を区分し、実施をします

年度（年数）

令和　４　年度（1年目）

令和　５　年度（2年目）

令和　６　年度（3年目）

別紙３

建築物名称　　石田水環境保全センター　管理棟及び沈砂池ポンプ場

手動排煙窓の動作確認

上記以外の残り全てを検査します（防火扉動作確認）

※注記

②　中央管理方式の空気調和設備（空気調和設備の性能）

令和　　　　年度（2年目）　　□全数　・　□一部（下記表による）　・　□未実施
令和　　　　年度（3年目）　　□全数　・　□残り全数　　　　　　　・　□未実施

対象階数、室名、系統等

・該当する□の中にレ印でチェックしてください。一部実施の場合は、実施箇所を表記ください。

・本紙は対象となる三年間、添付が必要となりますので、大切に保管してください。

令和　　　　年度（1年目）　　□全数　・　□一部（下記表による）　・　□未実施
令和　　　　年度（2年目）　　□全数　・　□一部（下記表による）　・　□未実施
令和　　　　年度（3年目）　　□全数　・　□残り全数　　　　　　　・　□未実施

対象階数、室名、系統等

２　排煙設備

上記以外の残り全てを検査します

１　換気設備
　➀　法28条第2項及び第3項　【 1(9)各系統の換気量、1(10)各室の換気量（別表1関連） 】
　☑　毎年全数の点検を実施します（別紙１参照）
　□　下記のとおり点検を区分し、実施をします

令和　　　　年度（1年目）　　□全数　・　□一部（下記表による）　・　□未実施



Ｄ系　反応タンク

Ｎ

Ｄ系　最終沈殿池

Ｃ系　最終沈殿池

第８電気室

外　　環　　状　　線

Ｃ系　反応タンク

Ｄ系　最初沈殿池

} Ｃ系　最初沈殿池

Ｂ系　最終沈殿池

Ａ系　最終沈殿池

第６電気室

放流渠

塩素滅菌電気室

Ｂ系　反応タンク

Ａ系　反応タンク

汚泥濃度調整槽

送泥槽

汚泥機械棟

山　　科　　川

第７電気室

換気ファン室

脱臭機室

雨水沈砂池

第３電気室

汚水沈砂池

脱臭機室

雨水ポンプ場

中央監視室

第４電気室

管理棟

汚水ポンプ場

高圧電気室

送風機室

第５電気室

脱臭機室

第
２
電
気
室

発電機室

第１電気室

第一機械棟

第二機械棟

特高電気室

第９電気室

第１０電気室

石田水環境保全センター

外
環
状
線

石田小

武田総合病院

六地蔵総合病院

ＪＲ

山
科
川

案内図

N

汚泥圧送電気室

塩素混和池

Ａ系　最初沈殿池

換気ファン室

Ｂ系　最初沈殿池

注　記

１．　　部は対象範囲を示す。

除砂設備

汚泥貯留槽

発注年度

所 属 名

図面名称

縮　尺

京都市上下水道局下水道部石田水環境保全センター

図面番号1/1200

一般平面図

Ｃ
Ｄ
終
沈
電
気
室

1/2

石田　建築定期点検委託委 託 名

令和６年度



発注年度

所 属 名

図面名称

縮　尺

京都市上下水道局下水道部石田水環境保全センター

図面番号

委 託 名

管理棟平面詳細図

1/500

Ｂ階段

換気

ファン室

空調
機械室 機室

脱臭

廊下

バルコニー バルコニー

PS

バルコニー

クレーン点検台

物干し場

洗
面
所

Ｂ階段 宿直室

研究室

会議室

会議室

倉庫

Ａ階段ホール
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